
 

〇 事業者側から積載効率の向上等に資する措置を円滑に実施するため、学校給食用食材の受渡しを行う日及び

時刻又は時間帯について協議したい旨の申し出があった場合には、必要な協力（巡回・共同配送しやすいよう

受入時間枠を広げるなど）に努めること。 
３．学校給食施設における熱中症対策等について

〇 学校給食施設は、調理に伴い熱や蒸気が発生し、高温多湿な環境となりやすいことから、熱中症対策を実施

すること。 
〇 特に、令和７年６月１日より労働安全衛生規則が改正され、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、熱

中症の重篤化を防止するための体制整備、手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられていることから、

これらについて遺漏なく対応すること。 
〇 学校給食施設における熱中症対策に当たっては、「学校給食衛生管理基準」（平成２１年３月３１日文部科学

省告示第６４号）において示しているとおり、ドライシステムの導入に努めていただくとともに、空調（冷房）

設備の設置についても進めていただくこと。 
〇 なお、上記の施設・設備の整備には時間を要することもあることから、「学校給食衛生管理基準」の内容も踏

まえつつ、例えば、洗浄・清掃作業時において軽装（半袖白衣等）を導入するなど、柔軟に熱中症対策を講じ

ること。 
〇 調理等の業務を外部委託して実施する場合には、当該業務の受託者に対して労働安全衛生規則に基づく義務

が課せられるほか、給食業務従事者の労務管理は受託者において行われることになるが、そのような場合にお

いても、施設・設備など受託者が変更する余地のない作業環境については、上記内容も参考としつつ、学校設

置者において対応を検討する必要があることに留意するとともに、各学校 給食施設の実情等を踏まえ、受託者

の行う熱中症対策に協力すること。 
〇 その他、学校給食施設・設備や作業工程・方法等について、定期的に点検を実施し、その結果に基づいて、

安全装置の設置や機械設備の補修、保護具等の整備を行う等、給食業務従事者の安全と健康の確保のために必

要な措置を講じること。 
 
【添付資料】 
〇 別添１ 文部科学省令和６年度委託事業「効率的で安定的な学校給食用食材の調達に関する調査研究」報告書  

〇 別添２ 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について（周知）」  
（令和７年５月２８日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡） 

〇 別添３ 「学校とのＦＡＸでのやり取りの慣行・学校現場に関連する押印ルールの見直しについて（依頼）」  
（令和６年８月９日付け内閣官房デジタル行財政改革会議事務局・文部科学省初等中等教育局学校情

報基盤・教材課事務連絡）  
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〇 事業者側から積載効率の向上等に資する措置を円滑に実施するため、学校給食用食材の受渡しを行う日及び
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受入時間枠を広げるなど）に努めること。 
３．学校給食施設における熱中症対策等について

〇 学校給食施設は、調理に伴い熱や蒸気が発生し、高温多湿な環境となりやすいことから、熱中症対策を実施

すること。 
〇 特に、令和７年６月１日より労働安全衛生規則が改正され、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、熱

中症の重篤化を防止するための体制整備、手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられていることから、

これらについて遺漏なく対応すること。 
〇 学校給食施設における熱中症対策に当たっては、「学校給食衛生管理基準」（平成２１年３月３１日文部科学

省告示第６４号）において示しているとおり、ドライシステムの導入に努めていただくとともに、空調（冷房）

設備の設置についても進めていただくこと。 
〇 なお、上記の施設・設備の整備には時間を要することもあることから、「学校給食衛生管理基準」の内容も踏

まえつつ、例えば、洗浄・清掃作業時において軽装（半袖白衣等）を導入するなど、柔軟に熱中症対策を講じ

ること。 
〇 調理等の業務を外部委託して実施する場合には、当該業務の受託者に対して労働安全衛生規則に基づく義務

が課せられるほか、給食業務従事者の労務管理は受託者において行われることになるが、そのような場合にお

いても、施設・設備など受託者が変更する余地のない作業環境については、上記内容も参考としつつ、学校設

置者において対応を検討する必要があることに留意するとともに、各学校 給食施設の実情等を踏まえ、受託者

の行う熱中症対策に協力すること。 
〇 その他、学校給食施設・設備や作業工程・方法等について、定期的に点検を実施し、その結果に基づいて、

安全装置の設置や機械設備の補修、保護具等の整備を行う等、給食業務従事者の安全と健康の確保のために必

要な措置を講じること。 
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